
令和7年度

健康づくりオンラインセミナー

第2回

全国健康保険協会 香川支部



タイムスケジュール

00：00 コミュニケーションロゴについて

00：00 電子申請サービスの開始について

00：00 更なる保健事業の推進について

00：00 事業所まるごと健康宣言について

⇒概要欄からアンケートの回答をお願いします！



プログラム

コミュニケーションロゴについて

電子申請サービスの開始について

更なる保健事業の推進について

事業所まるごと健康宣言について



コミュニケーションロゴについて

「協」のつくりの力三つは「劦（きょう）」

と言い、力をあわせるという意味があります。

幸福の象徴である三羽の「青い鳥」が

力を合わせ、健やかで安心な生活を築き、

輝く明日へと羽ばたく様と表現しています。

【青色の意味】

１.確かな信頼感

２.安心して任せられる存在感

３.清潔感



プログラム

コミュニケーションロゴについて

電子申請サービスの開始について

更なる保健事業の推進について

事業所まるごと健康宣言について



電子申請の利用方法

利 用 対 象 者

利用可能時間

申 請 の 流 れ
（概要）

令和８年１月13日より、加入者の皆様の利便性向上及び協会けんぽにおける業務効率化のため、

各種申請手続きの電子申請サービスを開始いたしました。

電子申請サービスの開始

①「協会ホームページ」または「けんぽアプリ」から電子申請サイトにログイン。

②希望する申請書を選択し、マイナンバーカードを利用（被保険者および被扶養者して協会けんぽの資格情報を
取得。

③申請情報を入力して必要な添付書類を電子ファイルでアップロード。

④申請完了。給付金等については「受付」「審査中」「審査完了」「返戻」など 審査状況が確認可能。

被保険者、被扶養者（一部申請に限る）、社会保険労務士（保健事業は除く）

※被保険者と被扶養者は、マイナンバカードで本人確認を行うため、マイナンバーカード所持者が
利用可能。
※社会保険労務士は、事前にユーザーID/パスワードを取得することで利用可能。

平日8時～21時
※土日祝日および年末年始（12/29－1/３）を除く



⚫ 傷病手当金支給申請書
⚫ 出産手当金支給申請書
⚫ 出産育児一時金支給申請書
⚫ 出産育児一時金内払金支払依頼書
⚫ 埋葬料（費）支給申請書
⚫ 療養費支給申請書（立替払等）
⚫ 療養費支給申請書（治療用装具）
⚫ 高額療養費支給申請書
⚫ 任意継続被保険者資格取得申出書
⚫ 任意継続被保険者資格喪失申出書
⚫ 限度額適用認定申請書
⚫ 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
⚫ 任意継続被保険者資格取得申出・保険料納付遅延理由申出書
⚫ 任意継続被保険者氏名・生年月日・性別・住所・電話番号変更（訂正）届
⚫ 任意継続被保険者被扶養者（異動）届
⚫ 任意継続被扶養者変更（訂正）届
⚫ 高齢受給者証再交付申請書
⚫ 特定疾病療養受療証交付申請書
⚫ 高齢受給者基準収入額適用申請書（新規判定用）
⚫ 高齢受給者基準収入額適用申請書（定期判定用）
⚫ 海外療養費支給申請書
⚫ 高額医療費貸付金貸付申込書
⚫ 出産費貸付金貸付申込書
⚫ 移送費支給申請書
⚫ 高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
⚫ 年間の高額療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
⚫ 健康保険法第１１８条第1項該当・非該当届
⚫ 資格確認書交付申請書

＜適用・給付関連申請書＞

⚫ 特定健康診査受診券（セット券）申請書
⚫ 特定保健指導利用券申請書

＜保健関連申請書＞

※申請書により申請書情報の入力・添付書類の登録方法が異なります。

電子申請サービスによりほぼ全ての申請書がオンラインで申請可能です。

電子申請対象の申請書



<申請書を選択> <マイナンバーカード読み取り> <申請する資格を選択> <申請書情報入力>

マイナポータルの
自己情報取得機能
より資格情報を取得

１２３４５６７８‐０
０

平成３０年  （２０１８年) １２
月３１日

東京支部

被保険者

申請の流れ（1/3）

＜ スマートフォンでの申請時画面イメージ ＞



資格情報をマイナポータルより取得し、
選択した申請が可能

直感的に選択しやすいよう
ピクトグラムを採用

<申請書選択画面> <資格選択画面>

１２３４５６７８‐００

平成３０年  （２０１８年) １
２月３１日

東京支部

被保険者

＜ スマートフォンでの申請時画面イメージ ＞

申請の流れ（2/3）



<加入者情報入力画面> <口座情報入力画面>

東京支部

支部（保険者名称）・記号・番号・漢字氏名・
カナ氏名・性別（一部申請書のみ）・生年月日
を自動的に表示

＜ スマートフォンでの申請時画面イメージ ＞

申請の流れ（3/3）



⚫ 電子申請サービスでは給付金等の審査状況を確認できます。

⚫ 決裁状況に応じ「受付」・「審査中」・「審査完了」・「返戻」の進捗ステータス及び状況コメントが利用者側の電子申請

サービス画面上で確認が可能となります。

⚫ 返戻となった場合は、返戻理由のお知らせ・申請ファイルを電磁的方法によりお返しします（電子ポスト機能）。

⚫ なお、再申請する際は、申請ファイルを利用することができます。

＜ スマートフォンでの審査状況確認画面イメージ ＞

【ダウンロードできるデータ】

・返戻理由のお知らせ（PDF）

・申請書情報として入力した内容をイメージ化

した画像データ

・添付書類の画像データ

・入力内容のJSONファイル（返戻された

データを利用して再申請する際のファイル）

審査状況の確認



プログラム

コミュニケーションロゴについて

電子申請サービス開始について

更なる保健事業の推進について

事業所まるごと健康宣言について



がん検診項目受診後の受診勧奨の実施等

人間ドックに対する補助の実施

若年層を対象とした健診の実施

➢ 就業等により生活習慣が大きく変化する若年層に対して、早期に生活習慣病対策を行うことや健康意識の向上等を目的に生活習慣病予防
健診に新たに20歳、25歳、30歳の被保険者も対象とする。

➢ 検査項目については、国の指針等を踏まえ、生活習慣病予防健診の項目から、胃・大腸がん検診の検査項目を除いたものとする。

生活習慣病予防健診の項目等の見直し

➢ 健康日本21（第三次）の内容等も踏まえ、40歳以上の偶数年齢の女性を対象に骨粗鬆症検診を実施する。

➢ 生活習慣病予防健診の検査項目や健診単価については、協会発足以来、見直しを行っていないことから、国の指針やマニュアル、人件費
の高騰や診療報酬改定等を踏まえ、健診の内容及び費用について別途検証・見直しを行う。

被扶養者に対する健診の拡充

➢  被扶養者に対する健診について、被保険者に対する見直し後の人間ドックや生活習慣病予防健診と同等の内容に拡充する。
なお、現行の特定健診の枠組みは維持する。

がん検診項目受診後の受診勧奨の実施等

➢ 「胸部X線検査」において要精密検査・要治療と判断されながら、医療機関への受診が確認できない者に対して受診勧奨を実施。なお、
この取組については、令和６年度に保険者努力重点支援プロジェクトの中で、３支部（北海道・徳島・佐賀）において 外部有識者の
助言も得ながら実施中。

➢ 事業所に対するメンタルヘルスに関するセミナー及び出前講座の実施に係る体制を整備。

令
和
７
年
度

令
和
８
年
度

令
和
９
年
度

➢ 年齢や性別による健康課題に対する健診の選択肢の拡大と、より一層の健康意識の醸成及び実施率の向上を図るため、35歳以上の
被保険者を対象に一定の項目を網羅した人間ドックに対する定額補助（25,000円）を実施。

➢ 円滑な制度開始及び健診実施機関の質の確保の観点から、人間ドック補助実施機関は、日本人間ドック・予防医療学会／ 日本病院
会、日本総合健診医学会、全日本病院協会、全国労働衛生団体連合会が実施する第三者認証を取得していることを 条件にするほか、
特定保健指導の実施体制を有すること等を条件とする。

更なる保健事業の推進



（参考資料）令和8年度 健康診断 年次案内資料

さらなる保健事業の推進



プログラム

コミュニケーションロゴについて

電子申請サービスの開始について

さらなる保健事業の推進について

事業所まるごと健康宣言について



・協会けんぽ香川支部と香川県の協働事業（平成28年7月スタート）

・従業員の健康を重要な経営資源と捉え、健康増進の積極的な支援を事業所全体で実施していくという宣言

・社会・企業の環境が変化していく中で、事業所全体で従業員の健康づくりに取り組んでいくことは、

 「生産性の向上」「離職率の低下」「医療費の軽減」「リクルート効果」等につながる

・令和７年１月時点で、８９５事業所が宣言中！

「事業所まるごと健康宣言」とは



無料のオンライン健康出前講座

運動、食事、睡眠、メンタルヘルス等

様々な内容の講座をご用意しています。

事業所まるごと健康宣言をすることで受けられるサポート

◎人気講座

第１位 「座りっぱなしを減らす運動」

第２位 「コンビニ・外食の上手な活用術」

◎受講特典

ご利用いただいた事業所は

合計６本のショート動画の視聴が１か月無料！

お申込みは概要欄またはこちらから



① 事業所情報等のほかは、必須項目4つから1つ以上

 選んで、取り組んでいる（取り組む予定の）内容

 を記入するだけです。

② 郵便番号のみで、所在地の記入が漏れている

ケースがよくありますので、ご注意ください。

健康宣言書を協会けんぽへFAXまたは郵送で提出するだけです！

③ このセミナーを機に宣言いただくのであれば、

「その他」に をつけ、右の欄に

「オンラインセミナー」とご記入ください。

事業所まるごと健康宣言 お申込み方法

健康宣言書は概要欄またはこちらから



▼アンケートは概要欄から▼

ご視聴ありがとうございました

アンケートのご回答をお願いします
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